
第10回
勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会

平成28年2⽉23⽇

資料ー４



① 対象区域

② 広報関係

③ 係留船舶実態調査

④ 強制的な撤去措置

⑤ ⺠間マリーナ調査

⑥ 暫定係留施設

⑦ 恒久的係留保管施設

⑧ 重点的撤去区域の設定（河川）

⑨ 放置等禁⽌区域の指定（港湾・河川）

⑩ 条例制定の要否・可否について

▼協議会において協議・検討
していく基本事項(10項⽬）

宇治⼭⽥港、五⼗鈴川、⼤湊川、勢⽥川の河川区域と港湾
区域が重複する区域及びその区域に隣接する施設

本協議会の協議事項
▼協議会対象区域
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23

⼤湊川
（全区間）

五⼗鈴川
（最下流端まで）

五⼗鈴川
（汐合橋まで）

勢⽥川
（ＪＲ勢⽥川橋梁まで）

42

対象区域



前回までの協議事項｜係留場所の確保

重点的撤去区域

防潮⽔⾨下流左岸

4

秀英⼯業

9

ゴーリキ
マリンヴィレッジ

87

⼤湊川
(五⼗鈴川合流点側)

6

マリーナ伊勢

8

⼀⾊町物揚場施設

2

⼀⾊町地先船溜まり

3

現状施設の活⽤を認める箇所

⺠間事業者を活⽤する箇所

活⽤を開始した箇所
凡 例
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神 社 港

5 伊勢市占⽤
（⼀部）海の駅

今⼀⾊漁港区

1 （伊勢市占⽤）



重点的撤去区域（河川）

占⽤許可箇所に
放置等禁⽌区域
を指定（港湾）

受⼊先の確保と禁⽌区域の指定

←

勢
⽥
川

⼤湊川→

（港湾法）
第三⼗七条の三 何⼈も、港湾区域、
港湾隣接地域、臨港地区⼜は第⼆条
第六項の規定により国⼟交通⼤⾂の
認定した港湾施設の区域（略）内に
おいて、みだりに、船舶その他の物
件で港湾管理者が指定したものを捨
て、⼜は放置してはならない。

前回までの協議事項｜規制の⽅針（港湾）

‐3‐

▼放置等禁⽌区域の指定
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前回までの協議事項｜募集要項の概要

①伊勢市内に本店、本社⼜は主たる
事務所を有する者であること。
②過去5年間に同種業務の実績を有
すること。

①会社更⽣法⼜は⺠事再⽣法の⼿
続きを開始していないこと。
②直近3年間に、法⼈税等の税⾦を
滞納していないこと。
③役員が破産者で復権を得ていな
い者、禁固以上の刑に処せられ2
年経過しない者、成年被後⾒⼈で
ないこと。
④暴⼒団が実質的に経営を⽀配す
る業者等でなく、また、委託先と
しないこと。
⑤過去に河川法、港湾法による監
督処分を受けていないこと。
⑥NPO法⼈については、特定⾮営
利活動促進法第42条の規定に該当
する者でないこと。

応募資格 スケジュール

・8/24（⽉）〜9/8（⽕）

共通要件

個別要件

訓練の実施

①事前に係留施設を点検し、係留船舶の固定等の災害対策を⾏うとともに利⽤者の避
難誘導その他の措置を講ずること。
②被災があった場合には、速やかに河川管理者及び港湾管理者へ報告するとともに、
応急対策は占⽤者⾃らが⾏うこと。

⽔質事故等の対応
①緊急時の連絡体制を確⽴すること。
②⽔質事故等が発⽣した場合は、速やかに関係機関に連絡すること。
③概ね３０分以内に現場に赴き対応できる体制を確⽴すること。

利⽤者への指導
①利⽤者に対し、係留⽅法・場所、他の⽔⾯利⽤者の⾃由使⽤の妨げ、油漏れによる
⽔質事故、騒⾳の発⽣、清掃等の清潔保持等について適切に指導すること。
②利⽤者にかかる賠償責任保険に加⼊させること。

管理運営
①係留対象船舶は、4条件を満たした船舶とすること。（追加指⽰で変更の可能性あり）
②地元（漁協、⾃治会、周辺⺠間マリーナ等）との連絡・調整を⾏うこと。
③係留対象でない船舶の所有者に対する指導等を⾏うこと。
④占⽤物件に関する苦情・問合せについては、占⽤者が責任をもって対応すること。
⑤協議会に協⼒して、放置船舶に対して広報活動等に取り組むこと。
⑥利⽤料⾦は、収⽀計画、施設の特性や近隣相場を勘案し、著しく⾼額でない料⾦で
任意に設定すること。

募集条件

①施設・設備の損傷の有無について、⽬視による⽇常点検に加え、施設の性能維持を
⽬的とした点検を定期的に実施すること。
②許可船舶の係留位置の点検、沈廃船の有無調査及び沈廃船の撤去等適切な措置を⾏
うこと。
③施設・設備において、周辺も含め清掃・除草（処分を含む。）等の⽇常管理を定期
的に実施すること。
④⽇報を記録し、まとめたものを毎年、河川管理者及び港湾管理者に提出すること。

施設・設備の保守・点検および清掃等環境整備

災害時の対応

募集要項の発表・配布期間

質問受付期間
・9/4（⾦）〜9/8（⽕）

質問回答

・9/17（⽊）

応募書類受付期間
・9/18（⾦）〜10/9（⾦）

占⽤者の審査、決定

選定結果の通知・公表

・1⽉上旬
●募集主体
国⼟交通省三重河川国道事務所
三重県伊勢建設事務所

●公募対象箇所
勢⽥川防潮⽔⾨下流（左岸）
約100隻

・１０⽉〜12⽉中旬

※スケジュールは今後変更の可能性あり。

募集要項（案）の決定

・7/31（⾦）

①災害時及び⽔質事故が発⽣した場合に対応した訓練を実施すること。



 平成29年度までに受⼊先を確保

 平成30年から排除に向けた⼿続き

＜参考＞

国⼟交通省及び⽔産庁による推進計画（H25.5⽉）

＜内容＞

・10年間で放置艇を解消

・保管能⼒の向上と規制措置を両輪とした対策

前回までの協議事項｜今後の⽅針

‐5‐

▼不法係留船の減少

「５年で解決」を⽬標とする

H27 H28 H29 H30 H31

・現状施設の活⽤（占⽤主体は公募による）
・⺠間マリーナの拡張
・新規施設の設置

Ⅰ 係留場所の確保増

Ⅱ 係留対象船の減

監督処分協議会⽅針周知（撤去指導）
是正指導 強制撤去

H27 H28 H29 H30 H31

警告書送付、看板設置

指⽰書の交付

⾏政代執⾏

「Ⅰ係留場所の確保増」と「Ⅱ係留対象船の減」を
両輪とした対策を推進し、今後5年（平成31年度
中）で解決を⽬指す。
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4条件×4条件○
今⼀⾊漁港区の
許可により⼤幅に減少

報告事項｜係留船舶実態調査
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▼平成２７年１２⽉調査結果 ▼船舶数の変動（H22〜H27）

４条件○ ２８２隻
４条件× １８７隻

不法係留船 総船舶数 ４６９隻

一色町物揚場施設
１５隻

一色町地先船溜
まり４６隻

防潮水門下流
(左岸) ９９隻

一色大橋上下流
(左岸)２０隻

防潮水門下流
２３隻

防潮水門下流
２２隻

一色大橋上下流
(右岸)４３隻

勢田川橋下流
(左右岸)１５隻

防潮水門上流
(左岸)２４隻

防潮水門上流
(右岸)５７隻

大湊川(五十鈴川
合流点側)４６隻

大湊川(南側流路)
３６隻

大湊川(湊橋上流
左右岸)９隻

大湊川(湊橋下流
右岸)１４隻

凡例 重点的撤去区域

減少傾向

重点的撤去区域以外



現
状
施
設

1.今⼀⾊漁港区 －

2.⼀⾊町物揚場施設 30

3.⼀⾊町地先船溜まり 50

4.防潮⽔⾨下流（左岸） 100

5.神社「海の駅」 10

6.⼤湊川（五⼗鈴川合流点） 80

計 270

⺠
間
マ
リ
ー
ナ

︵
空
き
︶

7.ゴーリキ 30

8.マリーナ伊勢 0

9.秀英⼯業 10

計 40

合 計 310

報告事項｜係留対象船舶数について

‐7‐

▼ 現在の状況（平成２７年１２⽉調査時点）

３１０隻－２８２隻＝２８隻分 空きあり

受け⽫施設への対象船舶とする４条件 ×隻数

①漁船法、⼩型船舶の登録等に関する法律などに違反
していない。（船舶への登録番号の表⽰など） 81

②所属漁協、⼜は、船籍港が伊勢市内となっている。
32

③漁船登録の検認を受けている、⼜は、船舶検査書の
有効期間内である。 50

④上記に該当しても、平成23年4⽉1⽇以降、新たに係
留が確認された船舶は対象とならない。 24

ただし、現状施設の精査、４条件×の改善及び所有船の放棄が進むことで、数値が変動する可能性があります。

※⺠間マリーナの空きは、国⼟交通省三重河川国道事務所の聞き取り（H28.2.5）による。

係留が認められる施設 係留総船舶数
４条件○ ２８２隻
４条件× １８７隻

４条件×の内訳 所有者不明船の数



報告事項｜勢⽥川防潮⽔⾨下流（左岸）の占⽤許可申請者決定

▼勢⽥川防潮⽔⾨下流（左岸）の係留施設の位置

占⽤対象施設

▼記者発表資料(H27.12.24)

特定⾮営利活動法⼈
神社みなとまち再⽣グループ

占⽤許可申請者は

に決定しました
決定後の動き

・２⽉中を⽬途にエリア内に係留中の船舶所有者へ周知⽂
を送付します。

・占⽤許可申請者において、占⽤許可申請及び実際の管理
に向けた準備を進めます。
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報告事項｜啓発チラシの郵送・現地貼付
▼協議会⽅針を周知するため、啓発チラシを郵送するとともに現地に貼付
アンケート、廃船処理のチラシ、⺠間マリーナ紹介も同時配布



報告事項｜船舶所有者へのアンケートの実施
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▼啓発チラシの郵送にあわせてアンケートを実施



係留対象者
231⼈

係留対象外
108⼈

回答あり
339⼈

回答なし
63⼈

報告事項｜船舶所有者へのアンケートの集計結果
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アンケート回答数402⼈の内訳

回答あり339⼈の内訳

問２．利⽤⽬的は？

問５．利⽤頻度は？

問６．船舶の取得⽅法は？

問８．希望の保管料(年額)は？

問７．今後の予定は？

0

10

20

30

40

50

60

70

80
(⼈)

(係留期間)

多くが10年
以上係留

問４．船舶の係留期間は？ ４条件○の⽅が対象（231⼈）

４条件×の⽅が対象（108⼈）

アンケート送付数＝402⼈

４条件○の⽅
４条件×の⽅

231⼈
108⼈

内訳

４条件○の⽅
４条件×の⽅

92％
71%

内訳

アンケート回答数＝339⼈

アンケート回答率＝84％

４条件○の⽅
４条件×の⽅

250⼈
152⼈

内訳

回答率
71%

レジャー76%
259⼈

漁業14%
47⼈

週に１回
41%
138⼈

⽉に1回
23%78⼈

年数回19%
64⼈

購⼊76%
257⼈

贈与16%
54⼈

１万円未満
49%
167⼈

1〜3万円
30%
102⼈

3〜10万円
6%19⼈

係留希望88%
203⼈

移動3%
7⼈

回答率
84%

回答率
92%

４条件を
クリアして
係留希望62%

67⼈
４条件をクリア
して移動3%3⼈

４条件×のまま
係留10%11⼈

４条件×のまま
移動3%3⼈

※所有者不明、住所不明により送付できていない⼈がいる。

係留希望
210⼈
（91%）

係留希望
70⼈

（65%）

毎⽇7%23⼈利⽤無し7%23⼈



▼三重河川国道事務所ホームページ
三重河川国道事務所のホームページに協議会の活動を随時掲載しています。

報告事項｜広報関係
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⽇時 ： 平成27年10⽉6⽇（⽕）
取材 ： 三重テレビ、中⽇新聞、伊勢新聞
報道 ： 三重テレビNEWSウィズ（平成27年10⽉6⽇17:40〜）、中⽇新聞伊勢志摩版（平成27年10⽉7⽇）

伊勢新聞（平成27年10⽉26⽇、平成27年10⽉27⽇）

▼啓発チラシ貼付作業時の取材

現地での囲み取材概要説明の状況 啓発チラシ貼付の取材



協議・検討事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定に向けて

一色町地先船溜まり

▼平成２８年度に占⽤主体の決定に向けて⼿続きを進める箇所

海の駅拡張

凡例 占⽤主体を決定する箇所

海の駅
(占用済)

大湊川
(五十鈴川合流点側)
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大湊川(南側流路)

イメージ

平成２８年度に下記の４箇所について占⽤主体の決定に向けた⼿続きを進めていきます。



協議・検討事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定⽅法

アンケートの結果、係留船の管理を希望する⽅が複数いることがわかりました。
勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設は、係留船の管理を希望する者が不在であったため、公募を実
施しましたが、今後は占⽤主体の決定をスムーズにできるよう下記の通りとします。

▼占⽤主体の決定⽅法
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船舶係留施設の管理に関心のある者を調査

・漁協、自治会、周辺の民間マリーナ等に声掛け
・その他関心のある者を把握

１者のみの場合は、協議会の承認を経て
その者に占用許可

複数いる場合、又はいない場合は、公募

※公募に記載の募集条件について説明する



協議・検討事項｜係留場所の確保増 係留対象船舶数の⾒込み

▼アンケート調査と最新の船舶調査の結果に基づく係留対象船舶数の⾒込み

係留可能数 ー 係留対象船舶数 ＝ 差し引き

アンケート調査の結果 ３１０隻 ー ２７６隻 ＝ ３４隻分
余る

アンケート未送付者及び
未提出者を考慮して試算

した結果
３１０隻 ー ３３６隻 ＝ ２８隻分

不⾜

・アンケート調査と最新の船舶調査の結果を基に係留対象船舶数の⾒込みを試算しました。
・住所不明で送付できなかった⽅（未送付者）やアンケートを提出して頂けなかった⽅（未提出者）も考慮
した上で係留対象船舶数を⾒込んで試算したところ、係留対象船舶数は３３６隻となり、２６隻不⾜と
なりました。

・このことから係留が認められる施設の⾒直しが必要になると考えます。
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２６隻分
不⾜

係留施設の不足が予想されることから、
今後、係留が認められる施設の見直しが
必要。

アンケートの未送付者と未提出者について、アンケート
調査で得られた4条件○×それぞれの係留希望の割合を
掛け合わせて、＋60隻と試算。

・本試算は、ある一定の条件の下で機械的に試算したものである。
・前提条件には様々なものが考えられ、本試算で用いられたものはあくまで1つの条件にすぎず、計上された計数は試算の前提条件等

に応じ変化するものである。

※H27.12調査時点に補正



協議・検討事項｜係留対象船の減 所有者不明船の撤去
▼所有者不明船の撤去
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一色町物揚場施設
H31

一色町地先
船溜まりH29

防潮水門下流
(左岸)H28

一色大橋上下流
(左岸)H30

防潮水門下流
H30

防潮水門下流
H28,H29

一色大橋上下流
(右岸)H29

勢田川橋下流
(左右岸)H29,H30

防潮水門上流
(左岸)H28,H30

防潮水門上流
(右岸)H30

大湊川(五十鈴川
合流点側)H29

大湊川(南側流路)
H29

大湊川(湊橋上流
左右岸)H31

大湊川(湊橋下流
右岸)H31

所有者不明船８１隻（平成２７年１２⽉調査時
点）については、所有者の追跡調査、公告などを
実施した上で、強制的な撤去措置を⾏います。

▼所有者不明船の撤去計画（案）

※平成２７年１２⽉調査時点の船舶数であり、所有者判明や撤去確認
などにより数の変動が⽣じる場合があります。

平成３２年３⽉までに”不法係留船ゼロ”を⽬指
し、４ヶ年で計画的に実施していきます。

凡例 重点的撤去区域 重点的撤去区域以外

▼強制的な撤去措置の事例

①警告⽂の貼付 ②公告⽂の掲⽰

③撤去作業 ④係留禁⽌の表⽰



H28.2

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第

10
回
︶

その他｜今後の予定
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H28.9〜
10予定

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第

11
回
︶

•

公
募
の
結
果
報
告

•

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
報
告

•

今
後
の
⽅
針

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
２
回
︶

H22

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
の
設
⽴

H21.11

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
３
回
︶

H22

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
４
回
︶

H23

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
５
回
︶

H23

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
６
回
︶

H24

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
７
回
︶

H25

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
８
回
︶

H26

勢
⽥
川
等
⽔
⾯
利
⽤
対
策
協
議
会
︵
第
９
回
︶

H27.7

•

係
留
施
設
の
許
可
に
つ
い
て

•

対
策
全
体
の
進
捗
に
つ
い
て


